
 

簡易公募型競争入札方式（総合評価落札方式）に係る手続開始の公示 

（建築のためのサービスその他の技術的サービス（建設工事を除く）） 

 

次のとおり指名競争入札参加者の選定の手続を開始します。 

 

平成 28 年 11 月 14 日 

分任支出負担行為担当官 

生物多様性センター長 川越 久史 

 

１．業務概要 

（１）業 務 名 平成 28 年度生物多様性センター補修工事設計及び積算業務 

（電子入札対象案件） 

（２）業務内容  建築物補修工事の設計を行う業務である。 

主な業務内容は下記に示す補修工事の設計を行うものである。 

・建物鉄部の再塗装 

・外壁コンクリートのひび割れ 

・建物外部建具の再塗装 

・床コンクリートのクラック 

・室内扉の修繕 

・室内天井の水漏れ 

・屋上テラス床コンクリートの打ち直し、防水及び床面勾配の修正 

・屋根採光ガラス周辺からの水漏れ 

・屋根庇の腐朽 

・屋上テラス転落防止柵への雪捨て用扉の追加 

・ビニル床の浮き 

・屋根破損 

・外壁コンクリートのクラック 

・外壁コンクリートの水漏れ 

・外構白線の引き直し 

・アスファルト舗装のし直し 

・案内板等外構木製工作物の修繕等 

・外灯の交換 

・外灯分電盤の移設 

（３）履行期間  契約締結の翌日～平成 29 年 3 月 17 日 

（４）本業務は、技術提案を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者

を決定する総合評価落札方式の適用業務である。 



（５）本業務は提出資料、入札等を電子入札システムで行う対象業務である。なお、電子

入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得た場合に限り紙入札方式に代

えることができる。 

 

２．指名されるために必要な要件 

（１）入札参加者に要求される資格 

①予算決算及び会計令（以下「予決令」という。）第 98 条において準用する予決令第

70 条及び第 71 条の規定に該当しない者であること。 

②環境省における平成 27・28 年度建築関係建設コンサルタント業務に係る一般競争

参加資格の認定を受けていること。 

③工事請負契約等に係る指名停止等措置要領（平成 13 年環境会第 9 号）に基づく指

名停止を受けている期間中でないこと。 

④入札説明書において示す暴力団排除に関する制約事項に誓約できる者であること。 

⑤入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。（資本関係又

は人的関係がある者すべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。） 

（２）入札参加者を選定するための基準 

指名競争参加業者の指名基準の運用について（平成 19 年 6 月 29 日環境会発第

070629006 号）の基準による。なお、同基準中の技術的適性については、同種又は類

似の業務の実績並びに配置予定の技術者の資格、業務の経験及び手持ち業務等を勘案

するものとする。 

 

３．総合評価に関する事項 

（１）落札者の決定方法 

入札参加者は、価格及び技術資料をもって入札をし、次の各要件に該当するものの

うち下記（２）総合評価の方法によって得られた数値（以下「評価値」という。）の

最も高い者を落札者とする。 

①入札価格が予決令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で

あること。なお、予定価格は設計図書に基づき算出するものとする。 

ただし、国の支払の原因となる契約のうち予定価格が 1,000 万円を超える請負契約

について落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容

に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を

締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当で

あると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者

のうち評価値が最も良い者を落札者とすることがある。 

②落札者となるべき者の入札価格が予決令第 85 条に基づく調査基準価格を下回る場

合は、予決令第 86 条の調査を行うものとする。 

③上記において、評価値の最も高い者が 2 人以上あるときは、該当者にくじを引かせ



て落札者を決める。 

（２）総合評価の方法 

①評価値の算出方法 

評価値の算出方法は、以下のとおりとする。 

評価値＝価格評価点＋技術評価点 

②価格評価点の算出方法 

価格評価点の算出方法は、以下のとおりとする。 

価格評価点＝(価格評価点の配分点(=60 点))×(１－入札価格／予定価格) 

③技術評価点の算出方法 

技術資料の内容に応じ、下記１）、２）、３）の評価項目毎に評価を行い、技術評価

点を与える。 

１） 資格 

２） 技術力 

３） 業務実施方針及び手法 

技術評価点の算出方法は、以下のとおりとする。 

技術評価点＝(技術評価点の満点(=60 点))×(技術評価の得点合計／技術評価の配点

合計) 

 

４．入札手続等 

（１）担当部局 

〒403-0005 山梨県富士吉田市上吉田剣丸尾 5597-1 

環境省自然環境局生物多様性センター 2 階 情報システム科 

TEL 0555-72-6033 FAX 0555-72-6035 

（２）入札説明書の交付期間、場所及び方法 

環境省生物多様性センターホームページの「調達情報」を選択し、「件名」の下段に

入札説明書のファイルが添付されているので、ダウンロードして入手するものとする。

入札説明書の郵送又はＦＡＸによる入手申し込みは認めない。 

交付期間：平成 28 年 11 月 14 日(月)～平成 28 年 11 月 24 日(木)までのうち、閉庁日を

除く毎日の 8 時 30 分～17 時 15 分までとする。 

入手方法：環境省生物多様性センターホームページの「調達情報」で入手可能（アド

レス：http://www.biodic.go.jp/chousa/order.html） 

交付場所：４．（１）に同じ 

（３）参加表明書を提出できる者の範囲 

参加表明書を提出する時において、上記２．（１）②に掲げる一般競争参加資格の認

定を受けている者とする。 

（４）参加表明書の受領期限並びに提出場所及び方法 

受領期限：平成 28 年 11 月 25 日(金)17 時まで 



提出場所：紙入札方式による場合は上記（１）に同じ。 

提出方法：電子入札システムにより提出すること。ただし、紙入札方式による場合

は、持参又は郵送（書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。）によ

り提出すること。 

（５）技術資料の受領期限並びに提出場所及び方法 

受領期限：平成 28 年 12 月 5 日(月)17 時まで 

提出場所：上記（１）に同じ。 

提出方法：持参又は郵送（書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。）により提  

出すること。 

（６）入札・開札の日時及び場所 

日  時：平成 28年 12 月 8 日(木)14 時 00 分 

場  所：山梨県富士吉田市上吉田剣丸尾 5597-1 

     環境省自然環境局生物多様性センター１階 大会議室 

 

５．その他 

（１）手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

（２）入札保証金及び契約保証金 

①入札保証金 免除。 

②契約保証金 免除。 

（３）入札の無効 

本公示に示した指名されるために必要な要件を満たさない者のした入札、参加表明

書に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効と

する。 

（４）手続きにおける交渉の有無  無。 

（５）契約書作成の要否      要。 

（６）関連情報を入手するための照会窓口 上記４．（１）に同じ。 

（７）本案件は提出資料、入札を電子入札システムで行うものであり、対応についての詳

細については、入札説明書による。 

（８）詳細は入札説明書による。 

 

 



〔入札説明書〕 

 

総合評価落札方式（標準型・簡易型） 

 

平成 28 年度生物多様性センター補修工事設計及び積算業務 入札説明書 

 
１．業務の概要 

１）業務内容 
本業務は環境省生物多様性センターにおいて計画されている補修工事の設計及

び積算を行うものである。 

詳細は別添４の特記仕様書（案）による。 

２）履行期間 
履行期間は、以下のとおり予定している。 

契約締結の翌日から平成29年3月17日(金) 

３）総合評価落札方式適用業務 

本業務は、技術提案を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落

札者を決定する総合評価落札方式の適用業務である。 

４）電子入札システム対象業務 
本業務は、資料の提出等を電子入札システムにより行う対象業務である。なお、

電子入札システムにより難いやむを得ない理由がある場合には、平成28年11月25

日(金)17時までに別紙１様式２の紙入札方式参加承諾書を提出し、発注者の承諾

を得るものとする。 

以下、本入札説明書において紙入札方式による場合の記述は、全て上記の発注

者の承諾を得たことを前提として行われるものである。 
５）その他 

本業務の契約書（案）、特記仕様書（案）は別添３から別添４のとおりである。 

 
２．入札参加者に要求される資格 

１）①に掲げる資格を満たしている単体企業又は、②に掲げる資格を満たしている

設計共同体であること。 
①単体企業 
（イ）予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号）第70条及び第71条の規

定に該当しない者であること。 
（ロ）環境省における平成27・28年度建築関係建設コンサルタント業務に

係る一般競争参加資格の認定を受けていること。 

（ハ）工事請負契約等に係る指名停止等措置要領（平成13年環境会第9号）

に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 

（ニ）入札説明書において示す暴力団排除に関する制約事項に誓約できる

者であること。 

（ホ）入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。

（資本関係又は人的関係がある者すべてが共同企業体の代表者以外の



構成員である場合を除く。） 

（ヘ）建築士法（昭和25年法律第202号）第23条の規定に基づく一級建築士

事務所の登録を行っていること。 
②設計共同体 

①に掲げる条件を満たしている者により構成される設計共同体であっ

て、「競争参加者の資格に関する公示」（平成26年11月7日付け環境省大

臣官房会計課）に示すところにより設計共同体としての競争参加者の資格

（以下「設計共同体としての資格」という。）の認定を受けているもので

あること。 
２）管理技術者（※１）は一級建築士であること。 
３）管理技術者及び主たる分担業務分野(※３)（建築・電気分野）の主任担当技術者

（※２）は、参加表明書及び技術資料の提出者の組織に所属していること。 
４）管理技術者及び記載を求める各主任担当技術者はそれぞれ１名であること。 
５）管理技術者が記載を求める各主任担当技術者を兼任していないこと。また、記

載を求める主任担当技術者が記載を求める他の分担業務分野の主任担当技術者

を兼任していないこと。 
６）管理技術者及び記載を求める各主任担当技術者の手持業務について、携わって

いる業務（特定後又は入札後未契約の業務を含む。）が原則として10件未満であ

ること。 
７）管理技術者及び記載を求める各主任担当技術者は、平成19年4月以降に同種又

は類似業務に携わった実績があること。 
８）主たる分担業務分野（建築・電気分野）のうち積算に関する業務を除く業務を

再委託しないこと。 
９）建築分野・電気分野において、参加表明書及び技術資料の提出者又は協力事務

所が、他の参加表明書及び技術資料の提出者の協力事務所となっていないこと。 
10）再委託先である協力事務所が環境省の建設コンサルタント業等一般競争（指名

競争）参加資格者である場合には、当該協力事務所が指名停止期間中でないこと。 
11）設計共同体の場合は以下を満たしていること。 

①設計共同体は、各構成員が優れた技術を有する分野を分担するものとし、

     必要以上に細分化しないこと。 
②管理技術者は、設計共同体の代表者に所属していること。 
③一の分担業務分野を複数の構成員が共同して実施しないこと。 
④一の構成員が新たに設定した分担業務分野のみを担当する場合は、当該分

野の主任担当技術者が当該分野における業務実績を有していること。 
注：※１  「管理技術者」とは、「建築設計業務委託契約書」（平成10年10月1日建設省厚

契発第37号）第15条の定義による。 
※２  「主任担当技術者」とは、管理技術者の下で各分担業務分野における担当技術

者を総括する役割を担う者をいう。 
※３  分担業務分野の分類は下記による。なお、参加表明書及び技術資料の提出者に

おいてこれ以外の分野を追加することは差し支えないが、その場合（様式５)に従

い当該分野の業務内容及び分野を追加する理由等を明確にしておくこと。 

ただし、この場合において当該分野の技術者の評価は行わないが、当該分野の



主任担当技術者は「記載を求める主任担当技術者」の要件を満たしてなければな

らない。 

なお、下記の分担業務分野を分割して新たな分野として設定してはならない。  
分担業務分野 業務内容 

建  築 建築物の意匠に関する設計並びに意匠、構造、

設備に関する設計をとりまとめる設計 
構  造 建築物の構造に関する設計 
電  気 建築物の電気設備に関する設計 
機  械 建築物の給排水衛生設備、空調換気設備、昇降

機等に関する設計 
 

３．担当部局 
環境省自然環境局生物多様性センター 情報システム科 

住所          〒403-0005 山梨県富士吉田市上吉田剣丸尾5597-1 
ＴＥＬ        0555-72-6033 
ＦＡＸ        0555-72-6035 

 
４．参加表明書の作成及び記載上の留意事項 

１）参加表明書の作成要領 
参加表明書の様式は、別添１（様式１～５、Ａ４判）に示されるとおりとする。 

２）参加表明書の作成及び記載上の留意事項 
(a) 管理技術者及び主任担当技術者の経験及び能力（様式２、様式３） 

管理技術者（様式２）、記載を求める各主任担当技術者（様式３）について、

下記に従い記載する。 
① 氏名 

技術者の氏名を記載する。 
② 生年月日 

技術者の生年月日及び年齢（提出時現在）を記載する。 
③ 所属、役職 

技術者の所属する組織及び役職を記載する。 
④ 保有資格等 

技術者の保有する資格のうち、「７．入札参加者を選定するための基準」

における「資格評価表」（以下「資格評価表」という。）に記載された当

該分野の資格を記入する。 

⑤ 平成19年4月以降の同種又は類似業務の実績 
該当する業務実績について、以下の項目を記載する。 

・発注者（再委託を受けた業務の場合、契約相手方を記載し、(  )内に事

業主を記載する。） 

・受注形態（単独又は共同体のうちどちらかに○をつける。共同体の場合

は他の構成員を（ ）内に記載すること。） 

・業務概要（同種、類似のうち該当するものに○をつける。また、対象施

設の施設用途及び規模・構造を記載する。あわせて分担業務分野及び携



わった立場（管理技術者、主任担当技術者、担当技術者又はこれらに準

ずる立場）を記載する。） 

・施設完成年月 
記載する件数は３件とするが、この際同種業務の実績を優先するものと

し、同種又は類似業務の実績が３件に満たない場合は実績のある同種又は

類似業務のみを記入して後は空欄とする。なお、記載した業務については

契約書の写しを提出すること。 

「平成19年4月以降の同種又は類似業務の実績」とは、以下の（い）～

（は）全ての項目に該当する実績をいう。なお、海外の実績についても

条件を満たしていれば実績として記載できる。 
（い）平成19年4月以降に完成した施設の設計業務実績 
（ろ）本業務において担当する分担業務分野での設計業務実績（ただ

し、管理技術者又はこれに準ずる立場としての業務実績を有する

場合は、当該業務の主たる分担業務分野についても業務実績を有

することとして扱うことができる。） 

（は）以下を満たす施設の設計業務実績 
（ア）同種業務の実績における対象施設は、鉄筋コンクリート造

又は鉄骨鉄筋コンクリート造で、延べ床面積500㎡以上の建

築物に対する建築又は電気設備の新築又は補修又は改修の

実施設計業務とする。 

（イ）類似業務の実績における対象施設は、鉄筋コンクリート造

又は鉄骨鉄筋コンクリート造で、延べ床面積500㎡未満の建

築物に対する建築又は電気設備の新築又は補修又は改修の

実施設計業務とする。 
⑥ 平成23年4月以降に担当した官公庁発注の業務実績 

下記に該当する業務実績について、以下の項目を記載する。 
・業務名 

・受注形態（単独、共同体、協力事務所のうち該当するものに○をつ

ける。あわせて、共同体の場合は他の構成員を、協力事務所の場合

は再委託を受けた契約相手方を（ ）内に記載すること。） 
・分担業務分野及び携わった立場 
・履行期間 

なお、複数の実績がある場合は最新の実績3件を記載すること。 

「平成23年4月以降に担当した官公庁発注の業務実績」とは、下記

（い）、（ろ）両項目に該当する業務実績をいう。 
（い）平成23年4月以降に契約履行が完了した官公庁発注の設計業

務のうち、営繕事業に係る業務の実績。なお、「官公庁」とは

国又は地方公共団体とする。 
（ろ）管理技術者として携わったことのある設計業務実績又は本業

務において担当する分担業務分野の主任担当技術者として携

わったことのある設計業務実績 

・成績評価点の根拠として、業務成績評定通知書等、発注者からの成



績評価点が読み取れる書類を添付すること。 
⑦ 手持業務の状況 

平成28年11月14日現在における手持ちの設計業務（特定後又は入札後未

契約の業務を含む。）について、以下の項目を記載する。 
・業務名 
・発注者（再委託を受けている業務の場合、契約相手方を記載し、  

(  )内に事業主を記載する。） 
・受注形態（単独又は共同体のうちいずれかに○をつける。共同体の

場合は他の構成員を（ ）内に記載すること。） 
・業務概要（対象施設の施設用途及び規模・構造を記載する。あわせ

て携わっている分担業務分野及び立場（管理技術者、主任担当技術

者、担当技術者又はこれらに準ずる立場）を記載する。） 
・履行期間 

(b)協力事務所の名称等（様式４） 
業務の一部を再委託する場合には、協力事務所の名称、再委託する理由及び

内容等を様式に従い記入すること。（主任担当技術者の記載を求めない分野を

再委託する場合においても記入すること。） 
(c)新たな分担業務分野の追加（様式５） 

技術資料の提出者において新たな分担業務分野を追加する場合は、下記項目

を様式に従い記入すること。 
①  新たに追加する分担業務分野 
②  新たに追加する分担業務分野の具体的な業務内容 
③  分担業務分野を追加する理由 
④  主任担当技術者の経験及び能力 

（a）の説明に同じ。「平成19年4月以降の当該分野における業務の実績」

については、該当する業務のうち、最新のもの３件を記載すること。ま

た、「施設等概要及び担当した分担業務分野の内容」には、当該施設概

要及び業務内容を具体的に記載すること。 
３）参加表明書の無効 

提出書類について、この書面及び別添の書式に示された条件に適合しない場合

（PUBDISに虚偽のデータを登録している場合を含む。）は無効とすることがある。 

 

５．参加表明書の提出方法、提出先、提出期限 
１）提出方法：電子入札システムにより提出すること。ただし、紙入札方式による

場合は6部を持参又は郵送（書留郵便に限る。受領期限までに必着

のこと。）で提出すること。 
２）提出先：紙入札方式による場合は３．に同じ 
３）提出期限：平成28年11月25日(金) 17時まで 

 

６．説明書の内容についての質問の受付及び回答 
１）質問は、持参、郵送（書留郵便に限る。）、又はFAX（持参以外の場合は、到

着又は着信を確認すること。）によること。なお、文書には回答を受ける担当窓



口の部署、氏名、電話及びFAX番号、電子メールアドレスを併記するものとする。 
①質問の受付担当課：３．に同じ。 
②質問の受付期間：平成28年11月14日(月) 13時より 

平成28年11月25日(金) 17時まで 
２）質問に対する回答は、平成28年11月29日(火)17時までに下記のＵＲＬに質問及

び回答を掲載する。 

   http://www.biodic.go.jp/chousa/order.html 

 
７．入札参加者を選定するための基準 

１）参加表明書の評価項目、評価の着目点、評価のウェートは以下のとおりである。

なお、評価点は、別添２「総合評価落札方式における技術資料評価要領（建築関

係建設コンサルタント業務の場合）」に基づいて算出された評価点に下記評価の

ウェートを掛けた値とする。 

 

評価 

項目 

評価の着目点 
評価のｳ

ｪｰﾄ  判断基準 

資格 専門分野の技術者資格 各担当分野について、資格の内容を資格

評価表により評価する。 

 

主任担当 

技術者 

建築 2 

電気 1 

技術力 平成19年4月以降の同種又は

類似業務の実績 

（実績の有無及び件数、携わ

った立場） 

以下の順で評価する。 
①同種業務の実績がある 
②類似業務の実績がある 
上記に加え、実績の立場を下記の順で評

価する。 
●管理技術者の場合 
①管理技術者又はこれに準ずる立場 

②主任担当技術者又はこれに準ずる立場 
③担当技術者又はこれに準ずる立場 
●主任担当技術者の場合 
①主任担当技術者又はこれに準ずる立場 
②担当技術者又はこれに準ずる立場 

管理技術者 3 

主任担当 

技術者 

建築 2 

電気 1 

  

平成23年4月以降に担当した

官公庁発注業務の成績評価（

複数の実績がある場合は、評価点

の平均） 

以下の順で評価する。 
①75点以上の実績がある 
②①、④以外の実績がある。 
③実績が無い（0点） 

④65点未満の実績がある。（減点） 

管理技術者 2 

主任担当 
技術者 

建築 2 

電気 2 

  

経験年数 経験年数を評価する。 

 

 

管理技術者 1 

主任担当 
技術者 

建築 1 

電気 1 

                                                                    合計 18 

資格評価表                                                                  

分担業務分野 評価する資格（番号の順に評価する。） 
建築・構造 ①一級建築士 ②二級建築士  
電気 ①建築設備士、技術士、一級建築士 ②一級電気工事施工管理技士 

③二級電気工事施工管理技士 
※海外の資格については、当該資格と同等であると判断できる説明資料を提出した場合、同等の評価を行う。 
※「技術士」の資格は当該分野における技術士とする。 



２）入札参加者の選定数 

入札参加者は１０者程度を選定する。ただし、同評価の者が１０者を越えて存

在する場合はこの限りではない。 

 

８．非指名理由に関する事項 

１）入札参加者として指名されなかった者に対しては、指名されなかった旨と、そ

の理由（非指名理由）を電子入札システムにより通知する。ただし、紙入札方式

による場合は書面（非指名通知書）をもって、生物多様性センター長から通知す

る。 

２）上記１）の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して５日（休日を

除く。）以内に、生物多様性センター長に対して非指名理由について説明を求め

ることができる。ただし、請求は、書面（様式は自由）を持参または郵送（書留

郵便に限る。到着又は着信を確認すること。）によること。 

３）上記２）の回答は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して５日

以内に、電子入札システムにより行う。ただし、書面により提出された者に対し

ては書面により行う。 

４）非指名理由の説明書請求の受付場所及び受付時間は以下のとおりである。 

  ①受付場所：３．に同じ。 

  ②受付時間：8時30分から17時00分まで。 

 

９．技術資料の作成及び記載上の留意事項 
１）技術資料作成上の基本事項  

技術資料は設計業務における具体的な取組方法について提案を求めるもので

あり、当該業務の具体的な内容や成果品の一部（図面、模型写真、透視図等）の

作成や提出を求めるものではない。具体的な設計作業は、契約後に技術資料に記

載された具体的な取組方法を反映しつつ、発注者が提示する資料に基づいて発注

者と協議の上開始することとする。本説明書において記載した事項以外の内容を

含む技術資料については、提案を無効とする場合があるので注意すること。 
２）技術資料の作成方法 

技術資料の様式は、別添１（様式６～８）に示されるとおりとする。 
３）記入要領及び注意事項 

(a)担当技術者の経験及び能力（様式７） 
11．３）技術評価点を算出するための評価基準において評価対象としている各

分野に配置予定の担当技術者について、下記項目を記入する。 
① 担当する分担業務分野 
② 所属及び役職 
③ 氏名 
④ 生年月日及び年齢（提出時現在） 
⑤ 保有資格（保有する資格のうち、資格評価表の当該分野でもっとも評価

の高いものを一つ記載する。）及び実務経験年数（当該分担業務分野での

設計業務の実務経験年数とする。） 
⑥ 同種又は類似業務の実績（４．２）(a)の説明に同じ。） 



記載にあたっては下記に留意すること。 
・評価の対象となるのは11．３）で提示された「評価対象とする各分野

の担当技術者数」に記載された人数のみとするので、原則としてこの

人数にあわせて記載すること。 
・配置予定の担当技術者が評価対象とする人数に満たない場合は、配置

予定の担当技術者のみを記載し、後は空欄とすること。 
・配置予定の担当技術者が評価対象とする人数を超える場合に、評価対

象人数以上の担当技術者について記載することは差し支えないが、こ

の場合記載された担当技術者のうち、評価の低い者の評価点を採用す

ることとする。 
・評価対象としていない分野及び提出者において新たな分担業務分野を

追加した場合、当該分野の担当技術者の評価は行わないので記載の必

要はない。 
なお、必要に応じてヒアリング時等に実績の具体的内容を確認することが

    ある。 
(b)業務実施方針及び手法（様式８） 

業務の実施方針、取組体制、特に重視する設計上の配慮事項、その他の業務

実施上の配慮事項等を簡潔に記述する。 
(b)の記載にあたっては以下の事項に留意すること。 
（い）提案は、文章での表現を原則とし、基本的考え方を簡潔に記述する

こと。 
（ろ）視覚的表現については、文章を補完するために必要最小限な範囲に

おいてのみ認めるが、具体的な建物の設計またはこれに類するものに

基づいた表現をしてはならない。 
（は）具体的な設計図、模型（模型写真を含む。）、透視図等（コンピュ

ーターグラフィックスによるものを含む。）を使用してはならない。 
（に）技術資料の提出者（設計共同体の構成員、協力事務所を含む）を特

定することができる内容の記述（具体的な社名等）を記載してはなら

ない。 
４）技術資料の無効 

４．３）に同じ。 
５）既存資料の閲覧 

技術資料の作成にあたり、以下の資料を閲覧することができる。 
①資料名  ：自然環境資料館建設工事竣工図 

      自然環境資料館建設電気設備工事竣工図 

      自然環境資料館建設外構電気設備工事竣工図 

      自然環境資料館建設外構工事竣工図 

      自然環境調査資料館建設舗装工事完成図面 

      自然環境調査資料館建設機械設備工事・外構機械設備工事竣工図 

      生物多様性センター電気設備改修その他工事完成図 

      甲府公共職安増築棟新営その他工事生物多様性センターの部完成

図 



②閲覧場所：環境省生物多様性センター 
③閲覧期間：技術資料の提出期限の前日までの毎日。ただし休日を除く。 

9時～17時の間。 
10．技術資料の提出方法、提出先、提出期限 

１）提出方法：6部を持参又は郵送（書留郵便に限る。期限までに必着のこと。）

で提出すること。 
２）提出先：３．に同じ 
３）提出期限：平成28年12月5日(月) 17時 

４）その他：求めていない書類、図面等については受理しない。 

11．総合評価に関する事項 

１）落札者の決定方法 

入札参加者は、価格及び技術資料をもって入札をし、次の各要件に該当する者のう

ち、下記２）総合評価の方法によって得られた数値（以下「評価値」という。）の最

も高い者を落札者とする。 

① 入札価格が予決令第７９ 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範

囲内であること。なお、予定価格は設計図書に基づき算出するものとする。 

ただし、国の支払の原因となる契約のうち予定価格が1,000 万円を超える請負

契約について落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約

の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者

と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著し

く不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入

札した他の者のうち評価値が最も良い者を落札者とすることがある。 

② 落札者となるべき者の入札価格が予決令第８５条に基づく調査基準価格を下回

る場合は、予決令第８６条の調査を行うものとする。 

③ 上記において、評価値の最も高い者が２人以上あるときは、該当者にくじを引

かせて落札者を決める。 

２）総合評価の方法 

(1) 評価値の算出方法 

評価値の算出方法は以下のとおりとする。 

評価値＝価格評価点＋技術評価点 

(2) 価格評価点の算出方法 

価格評価点の算出方法は、以下のとおりとする。 

価格評価点＝(価格評価点の配分点(＝60点))×(１－入札価格／予定価格) 

 (3) 技術評価点の算出方法 

技術資料の内容に応じ、下記①～②の評価項目毎に評価を行い、技術評価点を

与える。なお、技術評価点の最高点数は60点とする。 

①予定技術者の経験及び能力 

② 実施方針 



技術評価点の算出方法は、以下のとおりとする。 

技術評価点＝(技術評価点の満点)×(技術評価の得点合計／技術評価の配点合計) 

(4) 総合評価は、入札者の申し込みに係る上記①～②により得られた技術評価点と

当該入札者から求められる価格評価点の合計値（評価値）をもって行う。 

３）技術評価点を算出するための評価基準 

技術資料の評価項目、評価の着目点並びに評価のウェートは以下のとおりである。

なお、評価点は、別添２「総合評価落札方式における技術資料評価要領（建築関係建

設コンサルタント業務の場合）」に基づいて算出された評価点に下記評価のウェート

を掛けた値とする。 

 

評価 

項目 
評価の着目点 評価の 

ｳｪｰﾄ  判断基準 
資格 専門分野の技術者資格 各担当分野について、資格の内容を資格

評価表により評価する。 

●建築 

①一級建築士、②二級建築士 

●電気 

①建築設備士、技術士、一級建築士 

②一級電気工事施工管理技士 

③二級電気工事施工管理技士 

主任担当 建築  3 

技術者  

電気  2 

担当 

技術者 

建築  1 

電気  1 

 

技術力 平成19年4月以降の同種又は

類似業務の実績（実績の有無

及び件数、携わった立場） 
評価対象とする各分担業務

分野の担当技術者数（※２） 

建築分野：1人 
電気分野：1人 

過去の実績３件を下記により評価する。

同種又は類似業務の実績が無い場合は失

格とする。 
①同種業務の実績がある 
②類似業務の実績がある 
上記に加え、実績の立場を下記の順で評

価する。 
●管理技術者の場合 
①管理技術者又はこれに準ずる立場 

②主任担当技術者又はこれに準ずる立場 
③担当技術者又はこれに準ずる立場 
●主任担当技術者の場合 
①主任担当技術者又はこれに準ずる立場 
②担当技術者又はこれに準ずる立場 

管理技術者  4 

主任担当 

技術者 

建築 3 

電気  1 

担当 

技術者 

建築  1 

電気  1 

※当該担当者等への

ヒアリングにより内

容を確認することが

ある。 

 

平成23年4月以降に担当した

官公庁発注業務の成績評価（

複数の実績がある場合は、評価点

の平均） 

以下の順で評価する。 
①75点以上の実績がある。 
②①、④以外の実績がある。 
③実績が無い。（0点） 
④65点未満の実績がある。（減点） 

管理技術者  3 
主任担当 
技術者 

建築  3 
電気  3 

  

経験年数 経験年数を評価する。 管理技術者  2 
主任担当 
技術者 

建築  2 
電気  2 

担当 
技術者 

建築  1 

電気  1 

 ＣＰＤ取得単位の状況 ＣＰＤ取得単位の状況を評価する。 

①推奨単位を取得している 

②推奨単位の半分以上を取得している 

③取得単位が推奨単位の半分未満である 

管理技術者  2 

主任担当 
技術者 

建築  2 

電気  2 

担当 
技術者 

建築  1 

電気  1 



業務実施方針 

及び手法 
 

業務の理解度及び取

組意欲 

業務内容、業務背景、手続の理解が高く、積極性が見られる

場合に優位に評価する。 8 
業務の実施方針 業務への取組体制、特に重視する設計上の配慮事項、その他

の業務実施上の配慮事項等について、的確性、実現性等を総

合的に評価する。 
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                                                                    合計  60 

 

12．ヒアリング 
ヒアリングは行わない。 

 
13．入札及び開札の日時及び場所 

1) 締切日時 

(1) 電子入札システムによる場合：平成28年12月8日(木) 14時00分 

(2) 紙により持参する場合   ：平成28年12月8日(木) 14時00分 

(3) 場所：〒403-0005 山梨県富士吉田市上吉田剣丸尾5597-1 

 環境省生物多様性センター 

2) 開札日時 

平成28年12月8日(木) 14時00分 

 

14．入札方法等 

1) 入札書は電子入札システムにより提出すること。ただし、紙入札方式による場合

は入札書を持参すること。郵送又は電送による入札は認めない。 

2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の８に相

当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額

を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費

税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金

額の１０８分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

 

15．入札保証金及び契約保証金 

1) 入札保証金 免除。 

2) 契約保証金 免除。 

 

16．開札 

  入札者又はその代理人は開札に立ち会わなければならない。入札者又はその代理人が

開札に立ち会わない場合（電子入札システムにより提出した場合は、立ち会い不要。）に

おいては、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。 

 

17．入札の無効 

  手続開始の公示に示した指名されるために必要な要件のない者のした入札、参加表明

書に虚偽の記載をした者のした入札及び別紙１入札心得において示した条件等入札に関



する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合に

は落札決定を取り消す。 

  なお、分任支出負担行為担当官により指名された者であっても、開札の時において指

名停止を受けている者、その他の開札の時において２．に掲げる要件のない者は、指名

されるために必要な要件のない者に該当する。 

 

18．手続における交渉の有無 無 

 

19．契約書作成の要否 
要。別添３の契約書(案)により契約書を作成するものとする。 

 
20．支払条件 
    精算払い 

 
21．関連情報を入手するための照会窓口 

３．に同じ。 

 
22．その他 

１）本手続において使用する言語は日本語、通貨は日本円、単位は日本の標準時及

び計量法によるものとする。 
２）２．１）①（ロ）に掲げる認定を受けていない単体企業又は２．１）②に掲げ

る設計共同体としての資格の認定を受けていないもの（一般競争（指名競争）参

加資格の認定を受けていない単体企業を構成員とする場合を含む。）も参加表明

書を提出することができるが、その者が入札参加者として選定された場合であっ

ても、入札に参加するためには、入札時において、当該資格の認定を受けていな

ければならない。 
３）７．及び11．の同種又は類似業務の実績については、我が国及びＷＴＯ政府調

達協定締約国その他建設市場が開放的であると認められる国等以外の国又は地

域に主たる営業所を有する建設コンサルタント等にあっては、我が国における同

種又は類似業務の実績をもって判断するものとする。 
４）本件業務を受注した建設コンサルタント（再委託先である協力事務所を含む。

以下同じ。）及び本業務を受注した建設コンサルタントと資本・人事面において

関連があると認められた製造業者又は建設業者は、本業務に係る工事の入札に参

加し又は当該工事を請負うことができない。 

上記の「本業務を受注した建設コンサルタントと資本・人事面において関連」

があるとは、次のア又はイに該当することをいう。 

ア 本業務を受注した建設コンサルタントの発行済み株式総数の１００分の

５０を超える株式を保有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える

出資をしていることをいう。 

イ 製造業者又は建設業者の代表権を有する役員が本業務を受注した建設コ

ンサルタントの代表権を有する役員を兼ねている場合におけることをいう。 



（別紙１） 

環 境 省 入 札 心 得 

（工事 総合評価落札方式） 

 

１．趣旨 

 環境省の所掌する契約（工事に係るものを除く。）に係る一般競争又は指名競争（以下「競争」

という。）を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定

めるものの他、この心得に定めるものとする。 

 

２．入札説明書等 

（１）競争入札に参加しようとする者（以下「入札参加者」という。）は、入札執行前に、見積金

額の 100 分の５以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又

は取扱官庁に納付し、又は提供しなければならない。ただし、入札保証金の全部又は一部の

納付を免除された場合は、この限りでない。 

（２）入札参加者は、前項ただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が入札保

証保険契約を結んだことによるものであるときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を

支出負担行為担当官に提出しなければならない。 

（３）入札保証金に代わる担保は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては入

札執行後にその受領証書と引換えにこれを還付する。 

 

３．入札保証金及び契約保証金 

 環境省競争参加資格（全省庁統一資格）を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免

除する。 

 

４．入札書の書式等 

 入札者は、様式１による入札書を提出しなければならない。ただし、電子調達システムにより

入札書を提出する場合は、同システムに定めるところによるものとする。 

 なお、入札説明書において「電子調達システムにより入札書を提出すること」と指定されてい

る入札において、様式１による入札書の提出を希望する場合は、様式２による書面を作成し、入

札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。 

 

５．入札金額の記載 

 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の８％に相当する額を加算した金

額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。）をもっ

て落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わ

ず、見積もった契約金額の１０８分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

 

６．入札書の提出 

（１）入札書を提出する場合は、入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上

提出すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記す

ることとし、電子調達システムにより入札した場合は、誓約事項に誓約したものとして取り



扱うこととする。 

（２）書面による入札書は、封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名（法人の場合はその名称又は

商号）、宛名（分任支出負担行為担当官環境省自然環境局生物多様性センター長殿と記載）

及び「平成 28 年 12 月 8 日開札［平成 28 年度生物多様性センター補修工事設計及び積算業務］

の入札書在中」と朱書きして、入札日時までに提出すること。 

（３）電子調達システムにより入札する場合は、同システムに定める手続に従い、入札日時までに

入札書を提出すること。通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着しな

い場合があるので、時間的余裕を持って行うこと。 

 

７．代理人等（代理人又は復代理人）による入札及び開札の立会い 

代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式３による委任状

を持参しなければならない。また、代理人等が電子調達システムにより入札する場合には、

同システムに定める委任の手続きを終了しておかなければならない。 

 

８．代理人等の制限 

入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人等を兼ねることができな

い。 

 

９．入札の無効 

 次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。 

① 競争に参加する資格を有しない者による入札 

② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札 

③ 代理人等が委任状を持参しない入札 

④ 書面による入札において記名押印（外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の

署名をもって代えることができる。）を欠く入札 

⑤ 金額を訂正した入札 

⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札 

⑦ 明らかに連合によると認められる入札 

⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は２者以上の代理をした者の入札 

⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が

契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札 

⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札 

⑪ 別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約しない者による入札 

⑫ その他入札に関する条件に違反した入札 

 

10．入札の延期等 

 入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行するこ

とができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入

札の執行を延期し若しくはとりやめることがある。 

 

11．開札の方法 

（１）開札は、入札者又は代理人等を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人等



の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができる。 

（２）電子調達システムにより入札書を提出した場合には、入札者又は代理人等は、開札時刻に端

末の前で待機しなければならない。 

（３）入札者又は代理人等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争

参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。 

（４）入札者又は代理人等は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。 

（５）入札者又は代理人等は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、

開札場を退場することができない。 

（６）開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札

を行うものとする。電子調達システムにおいては、再入札を行う時刻までに再度の入札を行

うものとする。なお、開札の際に、入札者又は代理人等が立ち会わず又は電子調達システム

の端末の前で待機しなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。 

 

12．落札者となるべき者が２者以上ある場合の落札者の決定方法 

 当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が２者以上あるときは、直ちに

当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。なお、入札者又は代理人等が直接く

じを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引

き、落札者を決定するものとする。 

 

13．落札決定の取消し 

 落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判

明したときは、落札決定を取消すことができる。 

 

14．契約書の提出等 

（１）落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印（外国人又は外国法人が落札者で

ある場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。）し、落札決

定の日から１０日以内（期終了の日が行政機関の休日に関する法律（昭和６３年法律第９１

号）第１条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。）に契約担当官等に提出しなけ

ればならない。ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長することがで

きる。 

（２）落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。 

 

15．契約手続において使用する言語及び通貨 

 契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。 



別紙 

 

暴力団排除に関する誓約事項 

 

 当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、下記事項について、入札書（見積書）

の提出をもって誓約いたします。 

 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、

異議は一切申し立てません。 

  また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿（有価証券報告書に記載のもの（生年月日を含む。）。

ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表）及び登記

簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に

提供することについて同意します。 

 

記 

 

１．次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。 

（１）契約の相手方として不適当な者 

  ア 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人である

場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、団

体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。）が、暴

力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第

２号に規定する暴力団をいう。以下同じ）又は暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴

力団員をいう。以下同じ。）であるとき 

  イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える

目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき 

  ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接

的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき 

  エ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき 

 

（２）契約の相手方として不適当な行為をする者 

  ア 暴力的な要求行為を行う者 

  イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者 

  ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 

  エ 偽計又は威力を用いて会計課長等の業務を妨害する行為を行う者 

  オ その他前各号に準ずる行為を行う者 

 

２．暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。 

 

３．再受任者等（再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当

該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。）が暴力団関係業者であることが判明した

ときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。 

 

４．暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受け

たことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当

官等へ報告を行います。 



様式１ 

 

 

入  札  書 

 

 

平成  年  月  日 

 

 

分任支出負担行為担当官 
 環境省自然環境局生物多様性センター長 殿 
 

                  住   所 

                  会 社 名 

                  代表者氏名                 印 

 

                 （復）代理人                 印 

                      注）代理人又は復代理人が入札書を持参して入札 

                        する場合に、（復）代理人の記名押印が必要。 

                        このとき、代表印は不要（委任状には必要）。 

 

 下記のとおり入札します。 

 

 

記 

 

 

 １ 入札件名 ：平成 28 年度生物多様性センター補修工事設計及び積算業務 

 

 ２ 入札金額 ：金                     円  

 

 ３ 契約条件 ：契約書及び仕様書その他一切貴省の指示のとおりとする。 

 

 ４ 誓約事項 ：暴力団排除に関する誓約事項に誓約する。 

 

 



様式２ 

 

平成  年  月  日 

 

 

分任支出負担行為担当官 
 環境省自然環境局生物多様性センター長 殿 
 

 

                  住   所 

                  会 社 名 

                  代表者氏名                 印 

 

 

電子調達案件の紙入札方式での参加について 

 

 

 

 下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での

参加をいたします。 

 

 

 

記 

 

 

 １ 入札件名：平成 28 年度生物多様性センター補修工事設計及び積算業務 

 

 ２ 電子調達システムでの参加ができない理由 

      （記入例）電子調達システムで参加する手続が完了していないため 

 

 

 



様式３－① 

 

委  任  状 

 

平成  年  月  日 

 

分任支出負担行為担当官 
 環境省自然環境局生物多様性センター長 殿 
 

 

                     住    所 

                （委任者）会  社  名 

                     代 表 者 氏 名             印 

 

 

                     代 理 人 住 所 

                （受任者）所属(役職名) 

                     氏    名              印 

 

 

 

 当社              を代理人と定め下記権限を委任します。 

 

 

記 

 

 

（委任事項） 

 

  １ 平成 28 年度生物多様性センター補修工事設計及び積算業務の入札に関する一切の件 

 

  ２ １の事項にかかる復代理人を選任すること。 

 



様式３－② 

 

委  任  状 

 

平成  年  月  日 

 

分任支出負担行為担当官 
 環境省自然環境局生物多様性センター長 殿 
 

 

                     代 理 人 住 所 

                （委任者）所属(役職名) 

                     氏    名             印 

 

 

                                      復代理人住所 

                （受任者）所属(役職名) 

                     氏    名             印 

 

 

 

 当社              を復代理人と定め下記権限を委任します。 

 

 

記 

 

 

（委任事項） 

 

   平成 28 年度生物多様性センター補修工事設計及び積算業務の入札に関する一切の件 



〔別添１〕 

（様式１） 

参加表明書 

 

（業務名）平成28年度生物多様性センター補修工事設計及び積算業務 

  標記業務について参加表明書を提出します。 

                                                 平成    年    月    日 

 

分任支出負担行為担当官 

生物多様性センター長 

        川越 久史     殿 

 

（提出者）住    所 

電話番号 

提出者名  ㈱○○○○一級建築士事務所 

代表者   役職名    氏      名    印 

（作成者）担当部署 

氏  名 

ＦＡＸ 

Ｅ-mail 

 

・提出した参加表明書は、返却を  ・希望します。 

・希望しません。 

※紙入札方式で提出する場合、どちらかを選択すること。 

 



（様式２） 

管理技術者の経歴等 

①氏名  ○○ ○○ ②生年月日 ○年○月○日   （○ 才） 

③所属・役職 ○○○○設計事務所 ○○○○ 

④保有資格等   実務経験年数（ ○ ）年 

 ・一級建築士      （登録番号：○○   ）（取得年月日：○年○月○日） 

  ・（                ）  （登録番号：       ）（取得年月日：  年  月  日） 

⑤平成19年4月以降の同種又は類似業務の実績 

業務名(PUBDIS登録番号) 
発注者 

(事業主) 
受注形態 業務概要 

施設完成 

年月 

○○○○○○建築設計業務 

(有 無 

ｺｰﾄﾞ000000000000) (          ) 

・単独 

・共同体 

(             ) 

･同種 

･類似 

事務庁舎、RC-3，○○㎡ 

(○○○○○○として従事) 

 

(有 無 

ｺｰﾄﾞ            ) (          ) 

・単独 

・共同体 

(             ) 

･同種 

･類似 

(            として従事) 

 

(有 無 

ｺｰﾄﾞ            ) (          ) 

・単独 

・共同体 

(             ) 

･同種 

･類似 

(            として従事) 

 

⑥平成23年4月以降に担当した官公庁発注の業務実績 

※各業務について、業務成績評定通知書等、発注者からの成績評価点が読み取れる書類を添付すること。 

業務名 受注形態 分担業務分野及び立場 履行期間 

○○○○○○○○○○○○○○○ 

建築設計業務  

･単独 ･共同体 

･協力事務所 

(                    ) 

建築分野主任担当技術者 平成○年○月～ 

  平成○年○月 

 ･単独 ･共同体 

･協力事務所 

(                    ) 

  

 ･単独 ･共同体 

･協力事務所 

(                    ) 

  

 ･単独 ･共同体 

･協力事務所 

(                    ) 

  

 ･単独 ･共同体 

･協力事務所 

(                    ) 

  

⑦手持業務の状況（平成28年11月14日現在の手持の設計業務）                                                                             

合計（  ）件 

業務名 発注者(事業主) 受注形態 業務概要 履行期間 

○○○○○○○○○○○○ 

建築設計業務 

(             ) 

・単独 

・共同体 

(             ) 

事務庁舎、RC-3，○○㎡ 

(○○○○○○として従事) 

 

 

(             ) 

・単独 

・共同体 

(             ) (            として従事) 

 

 

(             ) 

・単独 

・共同体 

(             ) (            として従事) 

 



（様式３－○） 

各主任担当技術者の経歴等 担当分野： 

①氏名  ○○ ○○ ②生年月日 ○年○月○日   （○ 才） 

③所属・役職 ○○○○設計事務所 ○○○○ 

④保有資格等   実務経験年数（ ○ ）年 

  ・（                ）  （登録番号：○○   ）（取得年月日：○年○月○日） 

  ・（                ） （登録番号：       ）（取得年月日：  年  月  日） 

 ・（                ）  （登録番号：       ）（取得年月日：  年  月  日） 

⑤平成19年4月以降の同種又は類似業務の実績 

業務名(PUBDIS登録の有無) 
発注者 

(事業主) 
受注形態 業務概要 

施設完成 

年月 

○○○○○○建築設計業務 

(有 無 

ｺｰﾄﾞ000000000000) (          ) 

・単独 

・共同体 

(             ) 

･同種 

･類似 

事務庁舎、RC-3，○○㎡ 

 

(○○○○○○として従事) 

 

(有 無 

ｺｰﾄﾞ            ) (          ) 

・単独 

・共同体 

(             ) 

･同種 

･類似 

(            として従事) 

 

(有 無 

ｺｰﾄﾞ            ) (          ) 

・単独 

・共同体 

(             ) 

･同種 

･類似 

(            として従事) 

 

⑥平成23年4月以降に担当した官公庁発注の業務実績 

※各業務について、業務成績評定通知書等、発注者からの成績評価点が読み取れる書類を添付すること。 

業務名 受注形態 分担業務分野及び立場 履行期間 

○○○○○○○○○○○○○○○ 

建築設計業務  

･単独 ･共同体 

･協力事務所 

(                    ) 

建築分野主任担当技術者 平成○年○月～ 

  平成○年○月 

 ･単独 ･共同体 

･協力事務所 

(                    ) 

  

 ･単独 ･共同体 

･協力事務所 

(                    ) 

  

 ･単独 ･共同体 

･協力事務所 

(                    ) 

  

 ･単独 ･共同体 

･協力事務所 

(                    ) 

  

⑦手持業務の状況（平成28年11月14日現在の手持の設計業務） 

合計（  ）件 

業務名 発注者(事業主) 受注形態 業務概要 履行期間 

○○○○○○○○○○○○ 

建築設計業務 

(             ) 

・単独 

・共同体 

(             ) 

事務庁舎、RC-3，○○㎡ 

(○○○○○○として従事) 

 

 

(             ) 

・単独 

・共同体 

(             ) (            として従事) 

 

 

(             ) 

・単独 

・共同体 

(             ) (            として従事) 

 



（様式４） 

協力事務所の名称等 

事務所名  代表者名  

所在地  

協力を受ける

理由及び具体

的内容 

 

分担業務分野 

 

 

事務所名  代表者名  

所在地  

協力を受ける

理由及び具体

的内容 

 

分担業務分野 

 

 

事務所名  代表者名  

所在地  

協力を受ける

理由及び具体

的内容 

 

分担業務分野 

 

 

事務所名  代表者名  

所在地  

協力を受ける

理由及び具体

的内容 

 

分担業務分野 

 

 

 



（様式５） 

新たに分担業務分野を追加する場合の主任担当技術者等 

新たに追加する分担業務分野 

新たに追加する分担業務分野の具体的な業務内容 

 

分担業務分野を追加する理由 

 

主任担当技術者 ①氏名  ○○ ○○ ②生年月日 ○年○月○日 （○ 才） 

③所属・役職 ○○○○設計事務所 ○○○○ 

④保有資格等   実務経験年数（ ○ ）年 

 ・（                ） （登録番号：○○○○○）（取得年月日：○年○月○日） 

  ・（                ）  （登録番号：       ）（取得年月日：  年  月  日） 

⑤平成○年○月以降の当該分野における業務の実績 

業務名(PUBDIS登録の有無) 受注形態 施設等概要及び分担業務分野の内容 

発注者(事業主) 施設完成年月 

○○○○○○○設計業務 

(有 無     ｺｰﾄﾞ0000000000) 

・単独     ・共同体 

(                  ) 

事務庁舎、RC-3，○○㎡ 

 

 

 (○○○○○○○として従事) (                       ) 

平成○年○月 

(有 無     ｺｰﾄﾞ          ) 

・単独     ・共同体 

(                  ) 

 

 

 

 (              として従事) (                       ) 

平成○年○月 

(有 無     ｺｰﾄﾞ         ) 

・単独     ・共同体 

(                  ) 

 

 

 

(              として従事) (                       ) 

平成○年○月 

⑥手持業務の状況（平成 年 月 日現在の手持の設計業務）                                                                             

合計（  ）件 

業務名 発注者(事業主) 受注形態 業務概要 履行期間 

○○○○○○○○○○○○ 

建築設計業務 (             ) 

・単独 ・共同体 

(             ) 

事務庁舎、RC-3，○○㎡ 

(○○○○○○として従事) 

 

 

 (             ) 

・単独 ・共同体 

(             ) 

 

(            として従事) 

 

 

 (             ) 

・単独 ・共同体 

(             ) 

 

(            として従事) 

 

 



（様式６） 

技術資料 

 

（業務名）平成28年度生物多様性センター補修工事設計及び積算業務 

  標記業務について技術資料を提出します。 

                                                 平成    年    月    日 

 

分任支出負担行為担当官 

生物多様性センター長 

        川越 久史     殿 

 

（提出者）住    所 

電話番号 

提出者名  ㈱○○○○一級建築士事務所 

代表者   役職名    氏      名    印 

（作成者）担当部署 

氏  名 

ＦＡＸ 

Ｅ-mail 

 

・提出した技術資料は、返却を    ・希望します。 

・希望しません。 

※紙入札方式で提出する場合、どちらかを選択すること。 

 



（様式７） 

担当技術者の経歴等 
①分担業務分野  建築 ②所属  ○○○○○○○○○○○○○○事務所 

③氏名  ④生年月日    ○年○月○日             （ ○  才） 

⑤保有資格等      実務経験年数（    ）年 
 ・(                  )(登録番号：○○○○○ )(取得年月日：○年○月○日) 

⑥平成19年4月以降の同種又は類似業務の実績 

業務名 
(PUBDIS登録の有無) 

発注者 
(事業主) 

受注形態 業務概要 
施設完成 
年月 

○○○○○○建築設計業務 
(有 無 

ｺｰﾄﾞ000000000000) 

 
(          ) 

・単独 
・共同体 
(             ) 

･同種 
･類似 

事務庁舎、RC-3、○○㎡ 
(○○○○○○として従事) 

 

 
①分担業務分野  電気 ②所属  ○○○○○○○○○○○○○○事務所 

③氏名  ④生年月日    ○年○月○日             （ ○  才） 

⑤保有資格等      実務経験年数（    ）年 
 ・(                  )(登録番号：○○○○○ )(取得年月日：○年○月○日) 

⑥平成19年4月以降の同種又は類似業務の実績 

業務名 
(PUBDIS登録の有無) 

発注者 
(事業主) 

受注形態 業務概要 
施設完成 
年月 

○○○○○○建築設計業務 
(有 無 

ｺｰﾄﾞ000000000000) 

 
(          ) 

・単独 
・共同体 
(             ) 

･同種 
･類似 

事務庁舎、RC-3、○○㎡ 
(○○○○○○として従事) 

 

 
①分担業務分野   ②所属  ○○○○○○○○○○○○○○事務所 

③氏名  ④生年月日    ○年○月○日             （ ○  才） 

⑤保有資格等      実務経験年数（    ）年 
 ・(                  )(登録番号：○○○○○ )(取得年月日：○年○月○日) 

⑥平成19年4月以降の同種又は類似業務の実績 

業務名 
(PUBDIS登録の有無) 

発注者 
(事業主) 

受注形態 業務概要 
施設完成 
年月 

○○○○○○建築設計業務 
(有 無 

ｺｰﾄﾞ000000000000) 

 
(          ) 

・単独 
・共同体 
(             ) 

･同種 
･類似 

事務庁舎、RC-3、○○㎡ 
(○○○○○○として従事) 

 

 
①分担業務分野   ②所属  ○○○○○○○○○○○○○○事務所 

③氏名  ④生年月日    ○年○月○日             （ ○  才） 

⑤保有資格等      実務経験年数（    ）年 
 ・(                  )(登録番号：○○○○○ )(取得年月日：○年○月○日) 

⑥平成19年4月以降の同種又は類似業務の実績 

業務名 
(PUBDIS登録の有無) 

発注者 
(事業主) 

受注形態 業務概要 
施設完成 
年月 

○○○○○○建築設計業務 
(有 無 

ｺｰﾄﾞ000000000000) 

 
(          ) 

・単独 
・共同体 
(             ) 

･同種 
･類似 

事務庁舎、RC-3、○○㎡ 
(○○○○○○として従事) 

 

 
①分担業務分野   ②所属  ○○○○○○○○○○○○○○事務所 

③氏名  ④生年月日    ○年○月○日             （ ○  才） 

⑤保有資格等      実務経験年数（    ）年 
 ・(                  )(登録番号：○○○○○ )(取得年月日：○年○月○日) 

⑥平成19年4月以降の同種又は類似業務の実績 

業務名 
(PUBDIS登録の有無) 

発注者 
(事業主) 

受注形態 業務概要 
施設完成 
年月 

○○○○○○建築設計業務 
(有 無 

ｺｰﾄﾞ000000000000) 

 
(          ) 

・単独 
・共同体 
(             ) 

･同種 
･類似 

事務庁舎、RC-3、○○㎡ 
(○○○○○○として従事) 

 

 



（様式８） 

業務実施方針及び手法 

業務の実施方針 ※業務への取組体制、特に重視する設計上の配慮事項、その他の業務実施上の配慮事項を

簡潔に記述する。なお、提出者（設計共同体の構成員、協力事務所を含む）を特定するこ

とができる内容の記述（具体的な社名等）を記載してはならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



〔別添２〕 

総合評価落札方式における技術資料評価要領（建築関係建設コンサルタント業

務の場合） 

 

１．業務実施上の条件 

以下の場合は欠格とする。 

・管理技術者が一級建築士でない場合。（建築士法第３条に規定されている一級建

築士でなければできない設計業務の場合。）また、業務内容に応じて他に資格要

件を求めた場合は、当該資格を保有していない場合。 

・管理技術者及び主たる分担業務分野の主任担当技術者が技術資料の提出者の組織

に属していない場合。 

・管理技術者が１名でない場合。 

・記載を求めた各主任担当技術者が各１名でない場合。 

・管理技術者が記載を求めた各主任担当技術者を兼任している場合。また記載を求

めた各主任担当技術者が、記載を求めた他の分担業務分野の主任担当技術者を兼

任している場合。 

・管理技術者、記載を求めた各主任担当技術者（提出者において新たに業務分野を

追加した場合、当該分野の主任担当技術者を含む。）の手持の業務量（特定後未

契約の業務を含む。）が 10 件以上の場合。 

・主たる分担業務分野のうち、積算に関する業務を除く業務を再委託することとし

ている場合。 

・設定した分担業務分野において、協力事務所が他の応募者の協力事務所となって

いる場合。 

・協力事務所が指名停止期間である場合。 

・その他、設定した条件を満たしていない場合。 

 

２．技術職員の経験および能力 

１）各項目の評価 

（１）専門分野の技術者資格 

          下表により評価する。 

分担業務分野 評価する技術者資格 評価点 

建築 

構造 

一級建築士 1.0 

二級建築士 0.4 

その他 0.2 

電気 建築設備士 

技術士 

一級建築士 

1.0 

一級電気工事施工管理技士 0.4 



二級電気工事施工管理技士 

その他 

0.2 

機械 建築設備士 

技術士 

一級建築士 

1.0 

一級管工事施工管理技士 0.4 

二級管工事施工管理技士 

その他 

0.2 

・業務内容に応じ、分担業務分野、評価する技術者資格、評価点を追加、削除、

変更すること。 

・なお、海外の資格については、当該資格と同等であると判断できる説明資料が

提出された場合、上表の当該資格と同等の評価点を付すこと。 

・担当技術者の資格を評価する場合は、上表の評価点を「評価対象とする人数」

で割った値を「各担当技術者の評価点」とし（小数第２位までとする。四捨五

入。）、これらを加算したものを最終的な「評価点」とする。 

（２）平成 19年 4月以降の同種又は類似業務の実績の有無 

●管理技術者、各主任担当技術者の場合 

  過去の実績３件を下記により評価する。同種又は類似業務の実績が無い場合

は失格とする。 

①同種業務＝1.0、類似業務＝0.3 とする。実績がない場合は欠格とする。 

②携わった立場 

過去の実績での立場 
管理技術者の 

実績評価の場合 

主任担当技術者の 

実績評価の場合 

管理技術者又は 

これに準ずる立場 
1.0 1.0(※) 

主任担当技術者又は 

これに準ずる立場 
0.3 1.0 

担当技術者の立場 0.1 0.3 

※当該実績の主たる分担業務分野が、本業務での分担業務分野と同じ場合に限る。 

各実績ごとに①×②を算出し、これを加えたものを件数（＝３）で除した値

（小数第２位までとする。四捨五入。）を「平成 19 年 4 月以降の同種又は類

似業務の実績」の評価点とする。実績が２件未満の場合についても、合計を件

数（＝３）で除すこと。 

●各担当技術者の場合 

同種業務実績がある＝1.0 点、類似業務実績がある＝0.3 点とし、（１）と

同様、この点数を評価対象人数で除した値を（小数第２位までとする。四捨五入。）

「各担当技術者の評価点」とし、これらを加算したものを最終的な「評価点」と

する。 

（３）平成 23年 4月以降の官公庁発注業務の成績  

過去の官公庁発注業務の業務成績を下記により評価する。ただし、評価対象とな

るのは、当該技術者が管理技術者又は主任担当技術者として携わった業務に限る。



なお、実績がない場合は加点、減点はしない。 

実績の評価点については、担当分野の技術力のみならず、設計チームとして業務

を進めていく上での能力も評価することから、担当した分担業務分野に関わらず業

務全体の総合成績を評価点の対象として用いることとする。 

過去5年の業務実績 評価点 

①75点以上の業務実績がある 1.0 

②①、④以外の業務実績がある 0.5 

③業務実績が無い 0 

④65点以下の業務実績がある -1.0 

（４）経験年数 

経験年数の評価は下記による。 

                管理技術者の場合               それ以外の場合 

経験年数 

（年） 

評価点  経験年数 

（年） 

評価点 

23～   1.00 13～   1.00 

18～22   0.90 8～12   0.80 

13～17   0.70 5～ 7   0.60 

～12   0.60 ～ 4   0.50 

（必要に応じ設定する項目） 

評価項目は業務内容に応じて適宜設定しても良いこととするが、この場合追加理

由を明確にしておくこと。 

（５）ＣＰＤ 

ＣＰＤの評価は下記による。 

ＣＰＤ取得単位 評価点 

４０単位以上 1.0 

２０単位以上４０単位未満 0.7 

１０単位以上２０単位未満 0.3 

１０単位未満 0.0 

（６）業務実施方針及び手法 

提出された技術資料、ヒアリングの内容をふまえ、選定委員の主観的評価により

総合的に判断を行う。評価点は各委員の評価点を平均して算出する（小数第２位ま

で（四捨五入）とする。）。 

評価の着目点 評価事項 
各委員の評価点 

1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 

業務の理解度

及び取組意欲 

業務内容・業務背景・手続の理解

度、積極性 

極めて 

良好 

良好 普通 やや 

不十分 

不十分 

実施方針の的

確性・実現性 

業務の取組体制、特に重視する設

計上の配慮事項等について、的確

性、実現性を総合的に判断する。 

極めて 

高い 

高い 普通 やや 

低い 

低い 

 

 



２）評価項目の設定にあたっての留意事項 

（１）評価対象とする分担業務分野 

業務内容、当該業務に必要とされる技術力等を勘案して設定すること。 

（２）同種又は類似業務 

業務内容を勘案の上、各提出者から提出される実績が極端に少なくなることのな

いよう、適正に設定すること。 

（３）評価対象とする担当技術者 

各担当技術者の評価にあたっては、評価対象とする各担当技術職員毎の点数を加

算して評価点を算出することとしている。このため対象とする人数の設定にあたっ

ては、業務内容、業務量、必要人日数、契約履行期間等を勘案の上、特定の提出者

が有利又は不利に評価されることのないよう、適正に設定すること。 

（４）評価のウェート 

業務内容を勘案の上、各提出者の能力を総合的に判断できるよう、適正に設定す

ること。 

 



  

（別添４） 
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自然公園等設計業務特記仕様書（建築編） 

 

 

Ⅰ  業務概要 

 

１．業務名称   （平成 28 年度生物多様性センター補修工事設計及び積算業務） 

 

２．計画施設概要 

(1) 施 設 名 称 （生物多様性センター） 

(2) 敷地の場所  （山梨県富士吉田市上吉田剣丸尾 5597-1） 

(3) 施 設 用 途 （博物館） 

平成 21 年国土交通省告示第 15 号 別添二 類型十二第２類とする。 

 

３．設計与条件 

(1) 敷地の条件 

ａ．敷地の面積               （100,000 ㎡） 

ｂ．用途地域及び地区の指定  （指定なし） 

(2) 施設の条件 

ａ．施設の延べ面積（計画面積）（4,147.09 ㎡） 

ｂ．主要構造               （鉄筋コンクリート造 地下 1 階地上 2 階建） 

ｃ．耐震安全性の分類  

「官庁施設の総合耐震計画基準」（平成 19 年 12 月 18 日付け国土交通省営計第

76 号）による、耐震安全性の分類は以下のとおりとする。 

1) 構造体            類 

2) 建築非構造部材        類 

3) 建築設備           類 

(3) 建設の条件 

ａ．工 事 費 （約 64,000 千円（一年当たり約 10,000 千円） ） 

ｂ．建設工期  （ 平成 29 年度から平成 35 年度 ） 

(4) 設計与条件の資料 

設計与条件については、次の資料による。 

・特記仕様書別紙１：要補修箇所一覧 

・特記仕様書別紙２：要補修箇所写真 
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Ⅱ  業務仕様 

 

特記仕様書に記載されていない事項は、「公共建築設計業務委託共通仕様書（平成

21 年 4 月改訂版）」による。 

 

１．特記仕様書の適用 

特記仕様書に記載された特記事項の中で、・印の付いたものについては、○印の付

いたものを適用する。 

 

２．管理技術者の資格要件 

管理技術者の資格要件は次による。 

・建築士法（昭和 25 年法律第 202 号）による一級建築士 

・建築士法（昭和 25 年法律第 202 号）による建築設備士 

・（社）日本建築積算協会が付与する建築積算資格者 

・技術士法（昭和 58 年法律第 25 号）による技術士（環境部門） 

 

３．業務計画書 

業務計画書には、次の内容を記載する。なお、プロポーザル方式により業務を受注

した場合は、業務計画書の提出を省略できる。 

(1) 管理技術者の氏名、生年月日、所属・役職、保有資格、実務経験、平成 19 年 4

月以降の同種又は類似業務の実績、平成 23 年 4 月以降に担当した官公庁発注の業務

実績及び手持業務の状況 

(2) 各主任担当技術者の担当分野、氏名、生年月日、所属・役職、保有資格、実務経

験、平成 19 年 4 月以降の同種又は類似業務の実績、平成 23 年 4 月以降に担当した

官公庁発注の業務実績及び手持業務の状況 

(3) 担当技術者の分担業務分野、所属、氏名、年齢、保有資格、実務経験、平成 23

年 4 月以降の同種又は類似業務の実績 

(4) 協力事務所の名称、代表者名、所在地、分担業務分野、協力を受ける理由及び具

体的内容（協力者がある場合） 

(5) 分担業務分野、具体的な業務内容、追加する理由及び主任担当技術者の氏名・生

年月日・所属・役職・保有資格・実務経験・平成 23 年 4 月以降の当該分野における

業務の実績・手持業務の状況（建築、構造、電気及び機械以外に分担業務分野があ

る場合） 

注）「平成 19 年 4 月以降の同種又は類似業務の実績」とは、以下の①～③全ての項

目に該当する実績をいう。なお、海外の実績についても条件を満たしていれば実
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績として記載できる。 

①平成 19 年 4 月以降に完成した施設の設計業務実績 

②本業務において担当する分担業務分野での設計業務実績（ただし、管理技術者

又はこれに準ずる立場としての業務実績を有する場合は、当該業務の主たる分

担業務分野についても業務実績を有することとして扱うことができる。） 

③以下を満たす施設の設計業務実績 

(ｱ) 同種業務の実績における対象施設は、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コ

ンクリート造で、延べ床面積 500 ㎡以上の建築物に対する建築又は電気設備

の新築又は補修又は改修の実施設計業務とする。 

(ｲ) 類似業務の実績における対象施設は、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コ

ンクリート造で、延べ床面積 500 ㎡未満の建築物に対する建築又は電気設備

の新築又は補修又は改修の実施設計業務とする。 

 

４．プロポーザル方式により業務を受注した場合の業務履行 

受注者は、プロポーザル方式により設計業務を受託した場合は、技術提案書提案さ

れた履行体制により当該業務を履行する。 

 

５．設計業務の内容及び範囲 

(1) 一般業務の範囲 

ａ．基本設計    ・建築（意匠）基本設計 

・建築（構造）基本設計 

・電気設備基本設計 

・機械設備基本設計 

・展示基本設計 

・外構基本設計 

ｂ．実施設計    ・建築（意匠）実施設計 

・建築（構造）実施設計 

・電気設備実施設計 

・機械設備実施設計 

・展示実施設計 

・外構実施設計 

 

(2) 追加業務の内容及び範囲 

・建築積算業務     （                    ） 

・電気設備積算業務   （                    ） 
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・機械設備積算業務   （                    ） 

・展示積算業務     （                    ） 

・外構積算業務 

・透視図作成〔種類（  ）判の大きさ（  ），枚数（  ） 

           額の有無（  ）及び材質（  ）〕 

・透視図の写真撮影〔カット枚数（  ） 

               判の大きさ（  ）及び白黒・カラーの別（  ）〕 

・模型製作〔縮尺（  ），主要材料（  ） 

           ケースの有無（  ）及び材質（  ）〕 

・模型の写真撮影〔カット枚数（  ） 

              判の大きさ（  ）及び白黒・カラーの別（  ）〕 

・計画通知申請手続き業務 

・市町村指導要綱による中高層建築物の届出書の作成及び申請手続き業務 

（標識看板の作成、設置報告書の届出） 

・防災計画評定又は防災性能評定に関する資料の作成及び申請手続き業務 

・省エネルギー関係計算書の作成及び申請手続き業務 

・コスト構造改善検討中間報告書の作成 

基本設計時に、調査職員と協議し、下記事項について取りまとめを行う。 

①コスト構造改善対策として有効なものとして採択した事項 

②今後の実施設計の中で具体的に検討のうえ採否を決めるべき事項 

 （営繕事業における共通検討課題を含む。） 

・コスト構造改善検討報告書の作成 

実施設計時に、調査職員と協議し、下記事項について取りまとめを行う。 

①コスト構造改善検討中間報告書に記載した事項の、実施設計段階での検討

結果（コスト構造改善提案の最終採否） 

②その他、実施設計時にコスト構造改善対策として採択した事項 

・リサイクル計画書の作成 

設計にあたって、建設副産物対策（発生の抑制、再利用の促進、適正処理の

徹底）について検討を行い設計に反映させるものとし、その検討内容をリサイ

クル計画書として取りまとめを行う。 

・概略工事工程表の作成 

・営繕事業広報ポスターの作成 

・自然公園法等法規制の申請書類、届出書類の作成 
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６．業務の実施 

(1) 一般事項 

ａ．実施設計業務は、提示された設計与条件、基本設計図書及び適用基準等によっ

て行う。 

ｂ．積算業務は、調査職員の承諾を受けた実施設計図書及び適用基準等によって行

う。 

ｃ．調査職員の指示により「設計説明書」に記入のうえ、調査職員に提出する。 

ｄ．工事項目は、特記仕様書別紙「要補修箇所一覧」に記載されたとおり。 

ｅ．設計業務に先立ち、よく現地調査を行った上で工法・資材の検討を行うこと。 

ｆ．コンクリート工事については、屋上床コンクリートの打ち直し、クラック補修、

タイルの浮き補修、エフロレッセンス除去を想定している。クラック補修工事の

設計については、クラックの幅及び長さ等を調査の上工法を検討すること。なお、

構造の変更は行わない。 

ｇ．工事費内訳書の書式には Excel ファイルを使用すること。RIBC は使用しない。 

ｈ．ＣＡＤデータの作成については、調査職員より貸与する竣工図の青焼き図面（見

開きＡ１サイズ）を元図面として使用することが出来る。 

 

(2) 打合せ及び記録 

打合せは次の時期に行い、速やかに記録を作成し、調査職員に提出する。 

ａ．業務着手時 

ｂ．調査職員又は管理技術者が必要と認めた時 

 

(3) 適用基準等 

特記なき場合は、国土交通省大臣官房官庁営繕部が制定又は監修したものとする。

（記載されているものより最新版が発行されている場合は、最新版を採用するこ

と。） 

 

ａ．共  通               （  年 版 等    ） 

・官庁施設の基本的性能基準            （平成 18 年 4 月改定版 ）・貸与 

・☆官庁施設の総合耐震計画基準     （平成 19 年 12 月改定版）・貸与 

・官庁施設の総合耐震診断・改修基準     （平成 8 年 10 月制定版 ）・貸与 

・官庁施設の環境保全性に関する基準   （平成 17 年 4 月制定版 ）・貸与 

・官庁施設の環境保全性に関する診断・改修計画基準 

                                          （平成 17 年 7 月制定版 ）・貸与 

・官庁営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン（案） 
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                    （平成 14 年 11 月改定版）・貸与 

・建築設計業務等電子納品要領（案）   （平成 14 年 11 月改定版）・貸与 

・建築ＣＡＤ図面作成要領（案）     （平成 14 年 11 月改定版）・貸与 

・☆公共建築工事積算基準           （平成 19 年 4 月改定版 ）・貸与 

・☆公共建築工事標準単価積算基準         （平成 19 年 4 月制定版 ）・貸与 

・☆公共建築工事共通費積算基準           （平成 15 年 4 月制定版 ）・貸与 

・官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準 

                                            （平成 18 年 4 月制定版 ）・貸与 

・官庁施設の防犯に関する基準      （平成 21 年 6 月制定版 ）・貸与 

・自然公園等工事積算基準（自然公園編） （平成 27 年 3 月改定版 ）・貸与 

・自然公園等整備工事内訳書標準書式(自然公園編)(平成 28 年 3 月改定版)・貸与 

・自然公園等工事単価決定要領      （平成 22 年 4 月改定版 ）・貸与 

・自然公園等施設技術指針        （平成 27 年 8 月改定版 ）・貸与 

 

ｂ．建  築 

・建築工事設計図書作成基準             （平成 21 年 4 月改定版 ）・貸与 

・敷地調査共通仕様書                  （               ）・貸与 

・☆公共建築工事標準仕様書（建築工事編） （平成 19 年 10 月改定版）・貸与 

・☆公共建築改修工事共通仕様書（建築工事編)(平成 19 年 4 月改定版 ）・貸与 

・☆木造建築工事標準仕様書        (平成 17 年 7 月改定版 ）・貸与 

・建築物解体工事共通仕様書       (平成 18 年 9 月改定版 ）・貸与 

・建築設計基準                         （平成 18 年 4 月改定版 ）・貸与 

・建築構造設計基準                     （平成 16 年 8 月改定版 ）・貸与 

・建築工事標準詳細図                   （平成 17 年 9 月改定版 ）・貸与 

・擁壁設計標準図                       （              ）・貸与 

・構内舗装・排水設計基準               （              ）・貸与 

 

ｃ．建築積算 

・☆公共建築工事積算基準                （平成 19 年 2 月改定版 ）・貸与 

・☆公共建築工事標準単価積算基準         （平成 21 年 5 月改定版 ）・貸与 

・☆公共建築数量積算基準                （平成 18 年 4 月改定版 ）・貸与 

・☆公共建築工事内訳書標準書式（建築工事編)(平成 15 年 4 月制定版 ）・貸与 

・☆公共建築工事見積標準書式（建築工事編）（平成 15 年 4 月制定版 ）・貸与 
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ｄ．設  備 

・建築設備計画基準           （平成 21 年 4 月改定版 ）・貸与 

・建築設備設計基準           （平成 21 年 4 月改定版 ）・貸与 

・建築設備工事設計図書作成基準     （平成 21 年 4 月改定版 ）・貸与 

・☆公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編)(平成 19 年 10 月改定版）・貸与 

・☆公共建築設備工事標準図（電気設備工事編)(平成 19 年 4 月改定版 ）・貸与 

・☆公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編） 

                     （平成 19 年 4 月改定版 ）・貸与 

・☆公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編)(平成 19 年 10 月改定版）・貸与 

・☆公共建築設備工事標準図（機械設備工事編)(平成 19 年 4 月改定版 ）・貸与 

・☆公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編） 

                        （平成 19 年 4 月改定版 ）・貸与 

・排水再利用・雨水再利用システム計画基準（平成 16 年 8 月改定版 ）・貸与 

・建築設備耐震設計・施工指針          （2005 年版      ）・貸与 

・建築設備設計計算書作成の手引         （平成 18 年版    ）・貸与 

 

ｅ．設備積算 

・☆公共建築工事標準単価積算基準        （平成 21 年 5 月改定版 ）・貸与 

・☆公共建築設備数量積算基準           （平成 18 年 4 月制定版 ）・貸与 

・☆公共建築工事内訳書標準書式（設備工事編)(平成 15 年 4 月制定版 ）・貸与 

・☆公共建築工事見積標準書式（設備工事編）（平成 15 年 4 月制定版 ）・貸与 

 

      注）☆印は官庁営繕関係統一基準を示す。 

 

 

(4) 資料の貸与及び返却 

 

貸 与 資 料 

 

摘  要 

・適用基準等のうち、・貸与に○印の付いたもの 

・自然環境調査資料館建設工事完成図 

・自然環境調査資料館建設電気設備工事竣工図 

・自然環境調査資料館建設外構電気設備工事竣工

図 

・自然環境調査資料館建設機械設備工事・外構機

械設備工事竣工図 

※左記貸与資料は全

て紙資料のみ。 
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・自然環境調査資料館建設外構工事竣工図 

・自然環境調査資料館建設舗装工事完成図面 

・生物多様性センター電気設備改修その他工事完

成図 

・甲府公共職安増築棟新営その他工事生物多様性

センターの部完成図 

貸与場所（生物多様性センター）  貸与時期（業務開始時） 

返却場所（生物多様性センター）  返却時期（業務終了時） 

 

(5) 指定部分の範囲 （                       ） 

 

(6) 成果物の提出場所（生物多様性センター） 

 

(7) 成果物の取り扱いについて 

提出されたＣＡＤデータについては、当該施設に係る工事の請負業者に貸与し、

当該工事における施工図の作成、当該施設の完成図の作成及び完成後の維持管理に

使用することがある。 

 

(8) 業務実績情報の登録について 

請負金額 500 万円以上の業務については、業務完了後 10 日（ただし、土、日曜

及び祝日等は除く）以内に、公共建築設計者情報システム（PUBDIS）に「業務カル

テ」を登録する。なお、登録に先立ち、調査職員の確認を受ける。 
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７．成果物及び提出部数等 

(1) 基本設計 

 
   
   
   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

成 果 物 

 

 

原 図 

 

 

陽画焼 

 

 

製本形態 

 

 

摘    要 

(A1 判以外は特記) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ａ. 建    築（意匠） 

・  建築（意匠）設計図 

    仕様概要表 

    仕上表 

    面積表及び求積図 

    敷地案内図 

    配置図 

    平面図（各階） 

    断面図 

    立面図（各面） 

    矩計図（主要部詳細） 

・  基本設計説明書 

・  工事費概算書 

・（                      ） 

 

 

各１部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各１部 

各１部 

 

 

 

(５)部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(５)部 

(５)部 

 

 

 

A4 版製本 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A4 版製本 

A4 版製本 

 

 

 

・ＣＤ－Ｒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ＣＤ－Ｒ 

・ＣＤ－Ｒ 

 

 

ｂ. 建  築（構造） 

・  構造計画概要書 

    （基本構造計画案含む） 

・  仕様概要書 

・  工事費概算書 

・（                      ） 

 

 

各１部 

 

各１部 

各１部 

 

 

 

(５)部 

 

(５)部 

(５)部 

 

 

 

A4 版製本 

 

A4 版製本 

A4 版製本 

 

 

 

・ＣＤ－Ｒ 

 

・ＣＤ－Ｒ 

・ＣＤ－Ｒ 

 

 

ｃ. 電気設備 

・  電気設備計画概要書 

・  仕様概要書 

・  工事費概算書 

・（                      ） 

 

 

各１部 

各１部 

各１部 

 

 

 

(５)部 

(５)部 

(５)部 

 

 

 

A4 版製本 

A4 版製本 

A4 版製本 

 

 

 

・ＣＤ－Ｒ 

・ＣＤ－Ｒ 

・ＣＤ－Ｒ 

 

 

ｄ. 機械設備 

・  空気調和設備計画概要書 

・  給排水衛生設備計画概要書 

・ 昇降機設備計画概要書 

・  仕様概要書 

・  工事費概算書 

・（                      ） 

 

 

各１部 

各１部 

各１部 

各１部 

各１部 

 

 

(  )部 

(  )部 

(  )部 

(  )部 

(  )部 
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成 果 物 

 

 

原 図 

 

 

陽画焼 

 

 

製本形態 

 

 

摘    要 

(A1 判以外は特記) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 

 

  

  

  

  

  

  

  

   

 

 

ｅ. 展示 

・  展示計画概要書 

・  仕様概要書 

・  工事費概算書 

・（                      ） 

 

 

各１部 

各１部 

各１部 

 

 

 

(  )部 

(  )部 

(  )部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｆ. その他 

・ 透視図 

・ 模型 

・ コスト縮減検討中間報告書 

・ リサイクル計画書 

・ 設計説明書 

・（                      ） 

・（                      ） 

 

 

各１部 

 

各 １ 部

各 １ 部

各１部 

 

 

 

 

 

 

(５)部

(  )部

(５)部 

 

 

 

 

 

 

A4 版製本 

 

A4 版製本 

 

 

 

 

 

 

・ＣＤ－Ｒ 

 

・ＣＤ－Ｒ 

 

 

 

ｇ. 資    料 

・  各種技術資料 

・  各記録書 

・（                     ） 

・（                      ） 

・（                      ） 

 

 

 

 一式 

 一式 

  

 

 

 

 

 

(５)部 

(５)部 

 

 

 

 

 

 

A4 版製本 

A4 版製本 

 

 

 

 

 

 

・ＣＤ－Ｒ 

・ＣＤ－Ｒ 

 

 

 

 

（注）：建築（構造）の成果物書は、建築（意匠）基本設計の成果物の中に含めることも

できる。 

：電気・機械設備及び展示の成果物は、建築（意匠）基本設計の成果物の中に含め

ることもできる。 

：建築（意匠）設計図は、適宜、追加してもよい。 

：成果物は、調査職員の指示により、製本とする。 

：電子データ等の提出については、「官庁営繕事業に係る電子納品運用ガイドライ

ン（案）（平成 14 年 11 月改定版）」、「建築設計業務等電子納品要領（案）（平

成 14 年 11 月改定版）」及び「建築ＣＡＤ図面作成要領（案）（平成 14年 11 月

改定版）」による。 
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(2) 実施設計 

 
   
   
   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

成 果 物 

 

 

原 図 

 

 

陽画焼 

 

 

製本形態 

 

 

摘    要 

(A1 判以外は特記) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ａ. 建築（意匠） 

・  建築（意匠）設計図 

    仕様書 

    仕様概要表 

    仕上表 

   面積表及び求積図 

    敷地案内図 

    配置図 

    平面図（各階） 

    断面図 

    立面図（各面） 

    矩計図 

    展開図 

    天井伏図 

    平面詳細図 

   断面詳細図 

    部分詳細図 

    建具表 

    外構図 

・  計画通知図書 

・ 中高層建築物の届出書 

・（建具案内図） 

・（建具姿図） 

・（屋根伏図） 

・（屋根詳細図） 

・（外構区分図） 

・（外構計画図） 

・（外構詳細図） 

・（屋外サイン計画図） 

・（屋外サイン詳細図） 

 

 

各１部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各１部 

各１部 

各１部 

各１部 

各１部 

各１部 

各１部 

各１部 

各１部 

各１部 

各１部 

 

 

(５)部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(５)部 

(５)部 

(５)部 

(５)部 

(５)部 

(５)部 

(５)部 

(５)部 

(５)部 

(５)部 

(５)部 

 

 

 

A4 版製本 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A4 版製本 

A4 版製本 

A4 版製本 

A4 版製本 

A4 版製本 

A4 版製本 

A4 版製本 

A4 版製本 

A4 版製本 

A4 版製本 

A4 版製本 

 

 

・ＣＤ－Ｒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ＣＤ－Ｒ 

・ＣＤ－Ｒ 

・ＣＤ－Ｒ 

・ＣＤ－Ｒ 

・ＣＤ－Ｒ 

・ＣＤ－Ｒ 

・ＣＤ－Ｒ 

・ＣＤ－Ｒ 

・ＣＤ－Ｒ 

・ＣＤ－Ｒ 

・ＣＤ－Ｒ 

 

ｂ. 建築（構造） 

・  建築（構造）設計図 

   伏図 

 

 

各１部 

 

 

 

(５)部 

 

 

 

 

 

 

 

・ＣＤ－Ｒ 
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   軸組図 

   各部断面図 

   標準詳細図 

   各部詳細図 

   仕様書 

・  構造計算書 

・（                      ） 

・（                      ） 

 

 

 

 

 

 

各１部 

 

 

 

 

 

 

 

 

(  )部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
   
   
   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

成 果 物 

 

 

原 図 

 

 

陽画焼 

 

 

製本形態 

 

 

摘    要 

(A1 判以外は特記) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ｃ. 電気設備 

・  電気設備設計図 

    仕様書 

    敷地案内図 

    配置図 

    電灯設備図 

    動力設備図 

   電熱設備図 

    避雷設備図 

   受変電設備図 

   静止形電源設備図 

   発電設備図 

   構内情報通信網設備図 

   構内交換設備図 

   情報表示設備図 

   映像・音響設備図 

   拡声設備図 

   誘導支援設備図 

   呼出し設備図 

    テレビ共同受信設備図 

      テレビ電波障害防除設備図 

   監視カメラ設備図 

   駐車場管制設備図 

   防犯・入退室管理設備図 

   自動火災報知設備図 

   中央監視制御設備図 

 

 

各１部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(５)部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A4 版製本 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ＣＤ－Ｒ 
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    構内配電線路図 

    構内通信線路図 

・  電気設備設計計算書 

・  計画通知図書 

・ 中高層建築物の届出書 

・（屋外電気設備図） 

・（                      ） 

 

 

 

各１部 

各 １ 部

各１部 

各１部 

 

 

 

(５)部 

(５)部 

(５)部 

(５)部 

 

 

 

A4 版製本 

A4 版製本 

A4 版製本 

A4 版製本 

 

 

 

・ＣＤ－Ｒ 

・ＣＤ－Ｒ 

・ＣＤ－Ｒ 

・ＣＤ－Ｒ 

 

  

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 
   
   
   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

成 果 物 

 

 

原 図 

 

 

陽画焼 

 

 

製本形態 

 

 

摘    要 

(A1 判以外は特記) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ｄ. 機械設備 

・  空気調和設備設計図 

    仕様書 

    敷地案内図 

    配置図 

    機器表 

    空気調和設備図 

   自動制御設備図 

    換気設備図 

   排煙設備図 

      屋外設備図 

・  給排水衛生設備設計図 

      仕様書 

    敷地案内図 

    配置図 

    機器表 

    衛生器具設備図 

    給水設備図 

    排水設備図 

    給湯設備図 

    消火設備図 

    厨房設備図 

    ガス設備図 

    し尿浄化槽設備図 

    ごみ処理設備図 

 

 

各１部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各１部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(  )部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(  )部 
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    さく井設備図 

      屋外設備図 

・  昇降機設備設計図 

   自動制御設備図 

    昇降機設備図 

    搬送機設備図 

 

 

各１部 

 

 

 

 

(  )部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 
   
   
   

 

   

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

成 果 物 

 

 

原 図 

 

 

陽画焼 

 

 

製本形態 

 

 

摘    要 

(A1 判以外は特記) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ｄ. 機械設備 

・  空気調和設備設計計算書 

・  給排水衛生設備設計計算書 

・ 昇降機設備設計計算書 

・  計画通知図書 

・ 中高層建築物の届出書 

・（                      ） 

・（                      ） 

 

 

 

 

 

 

 

(  )部 

(  )部 

(  )部 

(  )部

(  )部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｅ. 展示 

・  意匠設計図 

    仕様書 

    仕様概要表 

    仕上表 

   配置図 

    平面図（各階） 

    断面図 

    立面図（各面） 

    矩計図 

    展開図 

    平面詳細図 

   断面詳細図 

    部分詳細図 

・  展示装置、什器等の詳細図 

・ 情報伝達装置、造形等に関 

  する詳細図 

・ 映像、音響等装置のシナリ 

  オの作成 

・  展示設備電気配線図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(  )部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(  )部 

(  )部 

 

(  )部 

 

(  )部
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・  展示照明設備図 

・  計画通知図書 

・（                      ） 

・（                      ） 

(  )部

(  )部 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   

                                                                                   

 

 

 
   
   
   

 

   

   

   

   

   

   

  

 

成 果 物 

 

 

原 図 

 

 

陽画焼 

 

 

製本形態 

 

 

摘    要 

(A1 判以外は特記) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ｆ. 外構 

・  外構区分図 

・  外構計画図 

・  外構詳細図 

・  屋外サイン計画図 

・  屋外サイン詳細図 

 

 

 

各１部 

各１部 

各１部 

各１部 

各１部 

 

 

(５)部 

(５)部 

(５)部 

(５)部 

(５)部 

 

 

 

A4 版製本 

A4 版製本 

A4 版製本 

A4 版製本 

A4 版製本 

 

 

 

・ＣＤ－Ｒ 

・ＣＤ－Ｒ 

・ＣＤ－Ｒ 

・ＣＤ－Ｒ 

・ＣＤ－Ｒ 

 

 

 

 

 
   
   
   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

   

 

成 果 物 

 

 

原 図 

 

 

陽画焼 

 

 

製本形態 

 

 

摘    要 

(A1 判以外は特記) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ｇ．建築積算 

・ 建築工事積算数量算出書 

・ 建築工事積算数量調書 

・  建築工事費内訳書 

・（                      ） 

・（                      ） 

 

 

各１部 

各１部 

各１部 

 

  

 

A4 版製本 

A4 版製本 

A4 版製本 

 

 

 

・ＣＤ－Ｒ 

・ＣＤ－Ｒ 

 

 

 

 

ｈ．電気設備積算 

・ 電気設備工事積算数量算出書 

・ 電気設備工事積算数量調書 

・  電気設備工事費内訳書 

・（                      ） 

・（                      ） 

 

 

各１部 

各１部 

各１部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A4 版製本 

A4 版製本 

A4 版製本 

 

 

 

 

・ＣＤ－Ｒ 

・ＣＤ－Ｒ 

・ＣＤ－Ｒ 

 

 

 

ｉ．機械設備積算 

・ 機械設備工事積算数量算出書 
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・ 機械設備工事積算数量調書 

・  機械設備工事内訳書 

・（                      ） 

・（                      ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

   

 

 

 

 

ｊ．展示積算 

・ 展示工事積算数量算出書 

・ 展示工事積算数量調書 

・ 展示工事内訳書 

・（                      ） 

・（                      ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ｋ．外構積算 

・ 外構工事積算数量算出書 

・ 外構工事積算数量調書 

・  外構工事費内訳書 

・（                      ） 

 

 

各１部 

各１部 

各１部 

 

  

 

A4 版製本 

A4 版製本 

A4 版製本 

 

 

 

・ＣＤ－Ｒ 

・ＣＤ－Ｒ 

・ＣＤ－Ｒ 

 

 

 

 

 
   
   
   

 

   

   

   

 

   

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成 果 物 

 

 

原 図 

 

 

陽画焼 

 

 

製本形態 

 

 

摘    要 

(A1 判以外は特記) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

ｌ. そ の 他 

・  透視図 

・  模型 

・  防災計画書 

・  省エネルギー関係計算書 

・ コスト構造改善検討報告書 

・ リサイクル計画書 

・ 設計説明書 

・  概略工事工程表 

・ 営繕事業広報ポスター 

・（                    ） 

・（                    ） 

 

 

 

 

 

 

各１部 

 

各１部 

各１部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A4 版製本 

 

A4 版製本 

A4 版製本 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ＣＤ－Ｒ 

 

・ＣＤ－Ｒ 

・ＣＤ－Ｒ 

 

 

 

m. 資    料 

・  各種技術資料 

・ 構造計算データ 

・  各記録書 

 

 

 一式 

 一式 

 一式 

 

 

(  )部 

(  )部 

(  )部 

 

 

A4 版製本 

 

A4 版製本 

 

 

・ＣＤ－Ｒ 

 

・ＣＤ－Ｒ 
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・（                    ） 

・（                    ） 

・（                    ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）：建築（構造）の成果物は、建築（意匠）実施設計の成果図書の中に含めることも

できる。 

：設計図は、適宜、追加してもよい。 

：成果物は、調査職員の指示により、製本とする。 

：電子データ等の提出については、「官庁営繕事業に係る電子納品運用ガイドライ

ン（案）（平成 14 年 11 月改定版）」、「建築設計業務等電子納品要領（案）（平

成 14 年 11 月改定版）」及び「建築ＣＡＤ図面作成要領（案）（平成 14年 11 月

改定版）」による。 
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(3) 用紙 

ａ．原図の用紙サイズは、JIS Z 8311(製図-製図用紙のサイズ及び図面の様式)によるＡ

１又はＡ３とする。 

ｂ．用紙は、長辺を横方向で使用する。 

ｃ．用紙には、次のとおり輪郭及び表題欄を設ける。 

 

          表  紙（様式） 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

                  

                 

                 

                 

               

                 

                 

                 

                 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            工事設計図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 環 境 省    

     審  査  印   

              

 

          設計図（様式） 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

                  

                 

                 

                 

               

                 

                 

                 

                 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 設計事務所    

     設 計 者 印   

       

 

 



特記仕様書別紙１：要補修箇所一覧



01 鉄部の再塗装（手すり、柱、天井等）
02 階段コンクリートの割れ

07 発電機室天井の水漏れ修繕

06 扉の修繕

05 床クラック修繕

03 自動扉木部の再塗装

04 鉄部の再塗装



11 屋根採光ガラス周辺からの水漏れ

12 屋根庇部の腐朽

08 テラス床コンクリートの打ち直し及び防水

09テラス床コンクリートの打ち直し及び防水

10 テラス床コンクリートの打ち直し及び防水、床面勾配の修正

14 ビニル床の浮き

13 テラス転落防止柵に雪捨て用扉追加



15 屋根庇部の腐朽

16 屋根の破損



（外壁全体）

17 エフロレッセンス除去

18 コンクリートクラック修繕

18 コンクリートクラック修繕

19 コンクリート水漏れ修繕



20 白線引き直し

23 鋼製扉及びポストの修繕

20 白線引き直し
21 車止めの交換

20 白線引き直し
21 車止めの交換25 アスファルト再舗装

24 案内板の移設、盤面交換、再塗装

22 案内板の再塗装



27 木柵の修繕

26 案内板の撤去及び新設

29 ベンチの修繕

31 案内板の撤去及び新設

28 案内板の修繕

30  案内板の修繕



32 外灯の交換（19箇所）



33 外灯分電盤の移設

外灯分電盤の移設先候補場所



 

 

特記仕様書別紙２：要補修箇所写真 
 
01 鉄部の再塗装①（職員入口階段屋根裏側） 

 
 
01 鉄部の再塗装②（職員入口階段屋根踊り場裏側） 

 
  



 

 

 
01 鉄部の再塗装③（手すり） 

 
 
02 階段コンクリートの割れ 

 
  



 

 

03 自動扉木部の再塗装 

 
 
 
04 鉄部の再塗装 

 
  



 

 

05 床クラック修繕 

 
 
 
06 扉の修繕 

 
  



 

 

07 発電機室天井の水漏れ修繕 

 
 
 
08 テラス床コンクリートの打ち直し及び防水 

 
  



 

 

09 テラス床コンクリートの打ち直し及び防水 

 
 
10 テラス床コンクリートの打ち直し及び防水、床面勾配の修正 

 
  



 

 

11 屋根採光ガラス周辺からの水漏れ 

 
 
 
12 屋根庇部の腐朽 

 
  



 

 

13 テラス転落防止柵に雪捨て用扉追加 

 
 
14 ビニル床の浮き 

 
 
  



 

 

15 屋根庇部の腐朽 

 
 
 
16 屋根の破損 

 
  



 

 

17 エフロレッセンス除去 

 
 
18 コンクリートクラック修繕 

 
  



 

 

 
19 コンクリート水漏れ修繕 

 
 
 
20 白線引き直し 

 
  



 

 

21 車止めの交換 

 
 
 
22 案内板の再塗装 

 
 
  



 

 

23 鋼製扉及びポストの修繕 

 

 
24 案内板の移設、盤面交換、再塗装 

 
 
  



 

 

25 アスファルト再舗装 

 
 
26 案内板の撤去及び新設 

 
 
 
  



 

 

27 木柵の修繕 

 
 
28 案内板の修繕 

 

 
  



 

 

29 ベンチの修繕 

 
 
 
30 案内板の修繕 

 

  



 

 

31 案内板の撤去及び新設 

 
 
 
32 外灯の交換（19 箇所） 

 
 
 
  



 

 

33 外灯分電盤の移設 

 
 


